
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号

後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六

年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
）

第
一
条
　
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
再
度
災
害
を
防
止
す
る
た
め
災
害
復
旧
事
業
に
合
併
し
て
行
う
事
業
で
当
該
事

業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
が
五
千
万
円
未
満
の
も
の
、
維
持
修
繕
に
係
る
も
の
及
び
局
部
改
良
事
業
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
に
係
る
改
良
工
事
に

関
す
る
事
業
の
う
ち
、
小
規
模
河
川
改
修
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
事
業
で
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額

が
五
千
万
円
未
満
の
も
の
以
外
の
も
の

ロ
　
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
事
業

の
う
ち
、
直
轄
事
業
（
国
が
都
道
府
県
に
負
担
金
を
課
し
て
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
補
助

事
業
（
都
道
府
県
が
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
補
助

事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
及
び
当
該
事
業

と
事
業
効
果
を
共
通
に
す
る
国
が
行
う
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
事
業
若
し
く
は
当
該
事
業
以
外
の
地
方
公

共
団
体
が
行
う
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
の
合
算
額
又
は
当
該
事
業
に
要
す
る

経
費
の
総
額
及
び
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
行
わ
れ
る
一
の
市
町
村
と
同

一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
行
わ
れ
る
国
が
行
う
海
岸
保
全
施
設
に
関
す

る
事
業
若
し
く
は
当
該
事
業
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
行
う
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費

の
総
額
の
合
算
額
が
五
千
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
事
業
に
限
る
。
）

ハ
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
工
事
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
、
直

轄
事
業
及
び
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
水
系
に
属
す
る
河
川
の
流
域
に
お
け
る
も
の
に
係

る
補
助
事
業

ニ
　
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
で
同
法
第

二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
直
轄

事
業
及
び
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
水
系
に
属
す
る
河
川
の
流
域
に
お
け
る
も
の
に
係
る

補
助
事
業

ホ
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
工

事
に
関
す
る
事
業
の
う
ち
、
直
轄
事
業
及
び
河
川
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
水
系
に
属
す
る
河

川
の
流
域
に
お
け
る
も
の
に
係
る
補
助
事
業

ヘ
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
に
関
す
る
事
業
（
次
号
に
お
い
て
「
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
事

業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
シ
ラ
ス
対
策
に
係
る
も
の

ト
　
森
林
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
森
林
計
画
に
基
づ
く
奥
地
幹
線
林
道
（
専
ら
都
道
府
県
有
林
の

開
発
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
の
開
設
に
関
す
る
事
業

チ
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に

関
す
る
事
業
の
う
ち
、
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三

十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
に
関
す
る
事

業
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
同
令
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
少
額

改
築
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
舗
装
）
及
び
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
（
同
法
第
三
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

施
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

（１）
　
高
速
自
動
車
国
道

（２）
　
一
般
国
道

（３）
　
道
路
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
都
道
府
県
道
又
は
市
道

（４）
　
（
３
）
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
資
源
の
開
発
、
産
業
の
振
興
そ
の
他
国
の
施
策
上
特
に
整
備
を
行
う

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道

リ
　
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
戦
略
港
湾
、
国
際
拠

点
港
湾
及
び
重
要
港
湾
、
同
項
に
規
定
す
る
地
方
港
湾
で
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

が
港
湾
管
理
者
で
あ
り
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
が
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
（
大
正
十
一
年
勅
令
第
百
九

十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
乙
号
港
湾
と
し
て
指
定
し
て
い
る
も
の
並
び
に
同
法
第
二
条

第
九
項
に
規
定
す
る
避
難
港
に
係
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
港
湾
工
事
に
関
す
る
事
業

ヌ
　
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

漁
港
施
設
（
以
下
ヌ
に
お
い
て
「
漁
港
施
設
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
の
う
ち
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
（
以
下
ヌ
に
お
い
て
「
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
又

は
指
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
（
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
以
外
の
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
港
漁

場
整
備
事
業
で
総
務
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
ヌ
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
（
指
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

に
要
す
る
経
費
の
総
額
が
五
千
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
漁
港
（
同
法

第
五
条
に
規
定
す
る
第
一
種
漁
港
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
一
種
漁
港
の
漁
港
施
設
の
整
備
が
特
定
漁
港
漁
場

整
備
事
業
又
は
指
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
事
業
の
う
ち
、
漁
港

関
連
道
整
備
事
業
（
附
帯
事
業
を
除
く
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
漁
港
漁
場
整
備
事
業
の
う
ち
、
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
直
轄
事
業
及
び
特
定
漁

港
漁
場
整
備
事
業
又
は
指
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業
で
あ
つ
て
当
該
直
轄
事
業
と

一
体
的
に
施
行
さ
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の

ル
　
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
の
う
ち
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第

六
号
に
掲
げ
る
空
港
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
管
理
空
港
の
施
設
に
係
る
新
設
又
は
改
良

の
工
事
に
関
す
る
事
業

ヲ
　
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
八
十
五
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
、
又
は
同
法
第
八
十
七

条
の
二
か
ら
第
八
十
七
条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業

の
う
ち
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
、
同

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
（
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業
に
限

る
。
）
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
（
直
轄
事
業
に
限
る
。
）
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
（
土
地
改
良
施

設
突
発
事
故
復
旧
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
直
轄
事
業
及
び
補
助
事
業
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
七
号
に
掲
げ

る
事
業
（
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
又
は
地
盤
沈
下
対
策
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業

に
限
る
。
）

（１）
　
農
業
用
用
排
水
施
設
に
係
る
直
轄
事
業

（２）
　
農
業
用
用
排
水
施
設
、
防
災
ダ
ム
及
び
湖
岸
堤
防
に
係
る
補
助
事
業
（
湖
岸
堤
防
に
係
る
補
助
事
業
に

あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
が
五
千
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
補
助
事
業
に
限

る
。
）

（ｉ）
　
当
該
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額

（ｉｉ）
　
当
該
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
及
び
当
該
補
助
事
業
と
事
業
効
果
を
共
通
に
す
る
国
が
行
う

湖
岸
堤
防
に
関
す
る
事
業
又
は
当
該
補
助
事
業
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
行
う
湖
岸
堤
防
に
関
す
る
事

業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
の
合
算
額

（ｉｉｉ）
　
当
該
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
及
び
当
該
補
助
事
業
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の
区
域
内
に
お

い
て
行
わ
れ
る
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
行
わ
れ
る
国
が
行
う
湖
岸
堤

1



防
に
関
す
る
事
業
又
は
当
該
補
助
事
業
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
行
う
湖
岸
堤
防
に
関
す
る
事
業
に
要

す
る
経
費
の
総
額
の
合
算
額

（３）
　
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業

（４）
　

た
ん湛

水
防
除
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業
（
当
該
補
助
事
業
に
要
す
る
経
費
の
総
額
が
五
千
万
円
以

上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

（５）
　
地
盤
沈
下
対
策
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
補
助
事
業

（６）
　
基
幹
農
道
整
備
事
業
、
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
又
は
畑
地
帯
総
合
土
地
改
良
事
業
（
こ
れ
ら
の

事
業
の
附
帯
事
業
を
除
く
。
）
と
し
て
行
わ
れ
る
農
業
用
道
路
に
係
る
事
業

二
　
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
事
業
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
次
に
掲

げ
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の

イ
　
新
潟
地
区
地
盤
沈
下
対
策
に
係
る
事
業

ロ
　
特
殊
土
壌
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定

す
る
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
（
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
事
業
を
除
く
。
）

（
分
担
金
等
の
徴
収
の
確
保
）

第
二
条
　
開
発
指
定
事
業
に
つ
い
て
適
用
団
体
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
分
担
金
、
負
担
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
（
以
下
「
分
担
金
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
発
指
定
事
業

に
関
す
る
分
担
金
等
の
負
担
割
合
に
係
る
基
準
を
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
当
該
開
発
指
定
事
業
に
関

し
現
に
課
さ
れ
て
い
る
分
担
金
等
の
負
担
割
合
を
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
に
協

議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
用
団
体
が
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
見
込
額
の
納
付
等
）

第
三
条
　
国
が
適
用
団
体
に
負
担
金
を
課
し
て
行
な
う
開
発
指
定
事
業
に
つ
い
て
国
が
通
常
の
負
担
割
合
を
こ
え
て

当
該
年
度
の
負
担
を
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
開
発
指
定
事
業
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
各
省
各
庁
の
長
（
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
三
十
四
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
適
用
団
体
が

納
付
す
べ
き
負
担
金
に
つ
い
て
、
そ
の
見
込
額
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
適

用
団
体
が
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
確
定
額
が
当
該
見
込
額
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
当
該
年
度
の
翌
年
度

に
お
い
て
納
付
さ
せ
、
又
は
こ
れ
と
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
当
該
適
用
団
体
の
納
付
す
べ
き
負
担
金
と
を
相
殺

し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
当
該
年
度
の
翌
年
度
に
お
い
て
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
適
用
団
体
が
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
行
な
う
開
発
指
定
事
業
に
つ
い
て
国
が
通
常
の
負
担

割
合
を
こ
え
て
当
該
年
度
の
負
担
を
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
開
発
指
定
事
業
に
係
る
事
務
を
所
掌

す
る
各
省
各
庁
の
長
は
、
当
該
開
発
指
定
事
業
に
係
る
そ
の
こ
え
る
部
分
の
額
を
当
該
年
度
の
翌
年
度
に
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
年
度
の
翌
翌
年
度
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
引
上
率
の
通
知
）

第
四
条
　
各
年
度
の
開
発
指
定
事
業
に
係
る
引
上
率
の
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
当
該
各
年
度
の

前
年
度
の
普
通
交
付
税
の
額
の
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
決
定
又
は
変
更
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら

適
用
す
る
。

（
関
係
政
令
の
廃
止
）

２
　
次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

東
北
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
号
）

九
州
地
方
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
九
号
）

四
国
地
方
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
十
二
号
）

（
空
港
に
係
る
特
例
）

３
　
第
一
条
第
一
号
ル
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
ル
の
規
定
中
「
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第

五
号
に
掲
げ
る
空
港
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
管
理
空
港
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
法
第
四
条
第

一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
空
港
及
び
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
管
理
空
港
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
共
用
空
港
」
と
す
る
。

（
農
地
及
び
農
業
用
施
設
に
係
る
特
例
）

４
　
第
一
条
第
一
号
ヲ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
ヲ
の
規
定
中
「
、
防
災
ダ
ム
」
と
あ
る
の

は
、
「
、
農
地
の
保
全
上
必
要
な
施
設
（
急
傾
斜
地
帯
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
防
災
ダ
ム
」
と
す
る
。

（
国
の
無
利
子
貸
付
け
へ
の
準
用
）

５
　
国
が
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
事

業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
行
な
う
開
発
指
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
開
発
指
定
事
業
を
行
つ
た
と

し
た
な
ら
ば
、
当
該
開
発
指
定
事
業
」
と
、
「
場
合
に
お
い
て
は
、
開
発
指
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
お

い
て
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
が
当
該
事
業
に
つ
い
て
国

の
当
該
負
担
に
相
当
す
る
額
の
無
利
子
の
貸
付
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
事
業
」
と
、
「
当

該
開
発
指
定
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
業
」
と
、
「
部
分
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
部
分
の
額
に
相
当
す
る
当

該
貸
付
金
の
額
」
と
、
「
交
付
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
貸
し
付
け
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
法
附
則
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
常
の
国
の
負
担
割
合
に
乗
ず
る
数
又
は
こ
れ
に
対
す
る
率
の
法
附
則
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
十
一
月
三
十
日
ま

で
に
す
る
も
の
と
す
る
。

８
　
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
財
政
再
建
団
体
で
あ
る
都
府
県
に
係
る
昭
和
三
十
五
年
度
分
の
予
算
に
係
る
指
定
直
轄
事
業
に
つ
い
て

国
が
通
常
の
負
担
割
合
を
こ
え
て
負
担
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
財
政
再
建
団
体
で
あ
る
都
府
県
が
納
付
す
べ

き
負
担
金
の
確
定
額
と
見
込
額
と
が
異
な
る
と
き
の
措
置
並
び
に
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別

措
置
法
第
十
七
条
、
東
北
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
九

州
地
方
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
六
十
号
）
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
、
四
国
地
方
開
発
促

進
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
三
条
並
び
に
四
国
地
方
開
発
促
進
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
七
十
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
三
十
四
年
度
分

又
は
昭
和
三
十
五
年
度
分
の
予
算
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
国
が
通
常
の
負
担
割
合
を
こ
え
て
負
担
を
し
た
場
合
に

お
け
る
都
府
県
に
対
す
る
そ
の
こ
え
る
部
分
の
額
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
法
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
事
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
算

定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
法
附
則
第
二
項
に
い
う
改
正
前
の
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
令
に
規
定
す
る

事
業
又
は
開
発
指
定
事
業
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措

置
法
第
十
七
条
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
に
あ
た
つ
て
は
、
こ
れ
を
指
定
直
轄
事
業
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
事
業
と
み
な
す
。

一
　
特
定
施
設
（
水
資
源
開
発
公
団
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
施
設
を
い
う
。
以
下
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
築
又
は
改
築
の
工
事
の
う
ち
、
洪
水
調
節
、
高
潮

防
ぎ
よ禦

、
か
ん
が
い
そ
の
他
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
と
増
進
の
用
途
に
係
る
工
事

二
　
水
資
源
開
発
施
設
（
水
資
源
開
発
公
団
法
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
水
資
源
開
発
施
設
を
い
う

も
の
と
し
、
特
定
施
設
で
そ
の
新
築
又
は
改
築
に
係
る
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
交
付
金

に
か
ん
が
い
に
係
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
新
築
又
は
改
築
の
工
事
の
う
ち
、
か
ん
が
い

排
水
に
係
る
工
事

（
明
日
香
村
整
備
計
画
に
係
る
政
令
で
定
め
る
開
発
指
定
事
業
）

2



10
　
法
附
則
第
六
項
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
開
発
指
定
事
業

は
、
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
道
路
の
改
築
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
七
月
二
日
政
令
第
二
八
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
八
月
二
三
日
政
令
第
三
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
月
二
八
日
政
令
第
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
八
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら

適
用
し
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
二
月
一
一
日
政
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
二
二
日
政
令
第
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
八
月
一
七
日
政
令
第
二
八
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適

用
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
六
日
政
令
第
一
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら

適
用
し
、
昭
和
四
十
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
二
月
一
六
日
政
令
第
一
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
二
四
日
政
令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
ヲ
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら

適
用
し
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
三
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
一
七
日
政
令
第
二
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
一
日
政
令
第
二
四
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
し
、
昭

和
四
十
九
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
四
日
政
令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
チ
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適

用
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
一
一
日
政
令
第
三
〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
二
月
一
七
日
政
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
元
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
か
ら
適
用
し
、

昭
和
六
十
三
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
五
日
政
令
第
二
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関

す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
九
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備

地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
七
項
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
新
東
京
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
か

ら
第
四
条
ま
で
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
平
成
四

年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
業
の
実
施
に
よ
り
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助

及
び
平
成
四
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
四
年
度
以
前
の
年
度
に
お
け
る
事
業
の
実

施
に
よ
り
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
、
平
成
四
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債

務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成

四
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
〇
日
政
令
第
三
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
一
四
日
政
令
第
二
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
二
日
政
令
第
一
七
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
一
条
第
一
号
ヲ
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
八
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は

補
助
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
七
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
三
日
政
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
政
令
第
三
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

3



（
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
施
行
日
前
に
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負

担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
同

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
承
認
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
後
進
地
域
の
開

発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
同

意
又
は
協
議
の
申
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
六
日
政
令
第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
一
号
ヌ
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金

か
ら
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
一
三
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
の
負
担
又
は
補
助
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又

は
補
助
（
平
成
二
十
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出

す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
年
度
以
前
の
年
度
の
予

算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
二
十
一
年
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
及
び
平
成
二
十
年
度
以
前

の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
二
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負

担
又
は
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
か
ら
五
ま
で
　
略

六
　
後
進
地
域
の
開
発
に
関
す
る
公
共
事
業
に
係
る
国
の
負
担
割
合
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
政
令
第
二
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
九
月
十
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
施
行
令
附
則
の
改
正
規
定
、
第
二
条
中

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
の
改
正
規
定
（
「
（
同
法
附
則
第
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
か
ら
第
五
条

ま
で
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
九
日
政
令
第
三
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
三
〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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